
わかりやすい月払い方式で、ご入居から安心できる生活設計をお立ていただけます。入居一時金は、一切かかりません。

Ａ 216,856円 ■ 事務・管理部門に係る人件費、共用施設の維持管理費、委託費費などの費用です。

Ｂ 154,000円 ■ 介護保険給付費及び利用者負担による収入によって賄えない額に充当する費用です。

介護保険法に定める人員配置等、週38.75時間換算で要介護者1.5人に対し常勤換算1名以上の職員体制の相当額で、介護保険給付及び利用者負担による

収入によって賄えない額に充当するものとして合理的な積算根拠に基づいております。

Ｃ 35,640円 ■ 献立・栄養管理、調理配膳等、食事サービス全般に係る費用です。

朝食/270円・昼食/378円・夕食/432円・おやつ/108円を30日喫食した計算です。
食費は、毎月の喫食分を精算してご請求いたします。
経管栄養（胃ろう等）になられた場合には、食費から医療費となります。

Ｄ 16,600円 ■ 専用居室及び共用部の光熱水費です。

Ｅ 46,000円 ■ 専用居室及び共用部の利用料です。

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

（1割） 7,347円 11,910円 20,294円 22,629円 25,106円 27,370円 29,811円

（2割） 14,693円 23,820円 40,588円 45,258円 50,211円 54,739円 59,621円

（3割） 22,040円 35,730円 60,882円 67,887円 75,316円 82,108円 89,431円

介護保険給付対象サービス料に係る自己負担額は、決定された介護認定の介護保険月額給付額の1割又は2割又は3割です。（30日当たり、1単位=10.72円での計算です。） 

夜間看護体制加算（1日当たり10単位）が含まれております。夜間看護体制加算は、要介護1以上の方が対象になります。

サービス提供体制強化加算（1日当たり22単位）が含まれます。

医療機関連携加算（1ヶ月当たり80単位）が含まれます。

口腔衛生管理体制加算（1ヶ月当たり30単位）が含まれます。

介護職員処遇改善加算（月間の総単位数×8.2％）が含まれます。

介護職員等特定処遇改善加算（月間の総単位数×1.8％）が含まれます。

看取り介護加算は、トレクォーレ横浜若葉台で看取りを希望され、行った場合には最大45日で322,757円（1割負担32,275円、2割負担64,551円。3割負担96,827円）が加算されます。

退院・退所時連携加算は、31日以上の入院から直接トレクォーレへ退院した場合、退院から30日以内に限り別途1日30単位が加算されます。要介護1以上の方が対象になります。

介護保険法の見直しにより介護保険給付サービス利用料及び自己負担金は、変更になる場合があります。

要支援1 要支援2 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5

自己負担額Ｆ
（1割） 476,443円 481,006円 489,390円 491,725円 494,202円 496,466円 498,907円

自己負担額Ｆ
（2割） 483,789円 492,916円 509,684円 514,354円 519,307円 523,835円 528,717円

自己負担額Ｆ
（3割） 491,136円 504,826円 529,978円 536,983円 544,412円 551,204円 558,527円

その他費用　
（実費負担いただく項目）

おむつ代、日用品費、新聞・雑誌等購読費、クリーニング代（特殊加工品/業者依頼分）・理美容代、個人的な外出の付き添い費用及び交通費

買物等代行費（要支援、要介護の方は、週1回までは、介護保険に含まれます）、医療機関利用時の医療費自己負担分、クラブ・アクティビティ材料費

（有料サービス）

週/3回目からのご入浴2,750円/回（週2回までは介護サービスに含まれます。）、専用居室でのエキストラベット使用料1,100円/泊

近隣地区以外の買物代行、旭区以外の官公庁手続き、協力医療機関外の通院・入院・退院時の付き添い・移送サービス2,750円/時間

入居時、解約時１箇月に満たない期間の費用について
月額利用料等支払うべき使用料相当額の金額について、１箇月に満たない期間については、１箇月３０日の日割計算によりお支払いいただきます。
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